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黒須田小学校スクールゾーン対策協議会 

会員の皆さま 

 

 

 

 

 

 

２０２３年度 黒須田小学校スクールゾーン対策協議会 

（書面開催）結果のご報告 

 

 

日頃より、黒須田小学校及び本校児童に対し、格別のご配慮をいただき誠にありがとうございます。 

過日、皆さまには本校スクールゾーン対策協議会(書面開催)にあたりご協力を賜り、ありがとう 

ございました。ご意見をまとめましたので、ここにご報告いたします。 

校区内の安全な街づくりのため、今後ともお力添えいただけますと幸いです。 

 

 

◎２０２３年度 上申中要望事案 

 

①大場町 362-33Ｔ字路 「止まれ」「停止線」の新規路面標示 

 

(青葉警察署 交通総務係 K 様) 

・昨年度も回答しておりますが、当該場所の新設は見送らせていただきます。 

 一時停止の規制は、『交差点通行の優先順位を明確にすること』で交通事故の未然防止を目的として 

いますので、丁字路では優先関係が明確であるうえに交差点マークも新設されましたので一時停止の 

規制は必要性が低い場所です。 

ただし、交通事故（人身事故）が多発しているような交差点であれば、新設の検討は致しますが、令 

和元年から令和４年の間でも人身事故の発生がないため、新設するには非常に難しい場所となってい

ます。 

  なお、現場周辺（黒須田前田公園入口交差点〜大場第一遊水池前交差点〜黒須田小学校に囲まれた 

内側の地域）は、一時停止で規制された交差点が非常に多くありますが、抜け道として利用されるよ

うな道路ではなく、通行するほとんどの方は地域住民であり、そこに敢えて一時停止で規制して交通

流を阻害する必要はなく、むしろ一時停止を減らしても良いのではないかと思える地域です。 

  ですから、注意喚起については回覧板等を活用するなどして、お互いがお互いに声を掛け合うなど周 

知していただき、見通しの悪い交差点では車を運転する方はもちろんのこと、自転車や歩行者の方も

安全を確かめながら通行するようにして下さい。 

今後も交通規制の新設を要望される場所については、交通量を調査したうえで必要性を検討し、相談

するようにお願いします。 

 

(黒須田自治会 会長 S 様) 

・停止線、「止まれ」の標示補修に賛同 

・要望理由：要望書に同じ、最小限「停止線」標示 

 

 

 

２０２３年７月吉日 

黒須田小学校スクールゾーン対策協議会 

会長  内川 陽子（ＰＴＡ代表） 

副会長 湯次 潤   （校外委員長） 
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②大場町 363-1 付近Ｔ字路 「止まれ」「停止線」の新規路面標示 

 

(青葉警察署 交通総務係 K 様) 

 ・回答は上記①と同じため、省略させていただきます。 

  

(黒須田自治会 会長 S 様) 

・「止まれ」・停止線の標示補修に賛同 

・要望理由：要望書に同じ、最小限「停止線」標示 

 

 

③大場町 703-38 付近交差点 カーブミラーの新規設置 

 

(青葉警察署 交通総務係 K 様) 

・カーブミラーは土木事務所の対応となります。 

 

(青葉土木事務所 道路係 O 様) 

・カーブミラーの新規設置について、過年もご要望をいただいていますが、カーブミラーは車を確認 

するために設置するもので、歩行者を守るために設置するものではありません。カーブミラーを設置 

することで、運転者が目視による歩行者の確認を怠る恐れがあるため、歩行者を確認するために 

カーブミラー設置はしていません。 

 

(黒須田自治会 会長 S 様) 

・丁字交差点カーブミラーの設置よりも優先道路側の速度制限が必要と考えます。 

・要望理由：要望書に同じ、最小限 幼稚園前道路への「速度おとせ」標示 

 

(あざみ野白ゆり自治会 会長 N 様) 

・以前よりかなり危険だと感じていたので早急に設置していただければありがたいと思います。 

 近隣の方からもミラーがあればうれしいと聞いております。 
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◎２０２３年度 新規要望事案 

 

①大場町 702 付近坂道 ラバーポール補修・交換、白線標示補修、速度注意・スクールゾーン路面標示 

補修、電柱巻き新規設置 

 

(青葉警察署 交通総務係 K 様) 

・各種補修については、それぞれ区役所または土木事務所の対応となります。 

 電柱巻きの新設は行っていませんし、警察で設置することもありません。 

  

 (青葉土木事務所 道路係 O 様) 

・破損したラバーポールについては、歩行者がつまずいて転倒の恐れがあるため、撤去しました。 

撤去した箇所の「外側線」の復旧（塗りなおし）を予定しています。 

「外側線」「速度おとせ」の路面標示の補修について、区内で同様の要望が多数あるため、順次対応 

を行なっている状況です。当該箇所についても対応は行いますが、対応時期は未定です。 

他は青葉区役所の所管になります。 

 

(青葉区地域振興課資源化推進担当 O 様) 

・今年度、補修の要望をお出しいただければと思います。（※別途、申請書提出済み） 

 青葉区内の小学校全ての要望が出そろいましたら検討の上、予算の範囲内で補修箇所を決定いたしま 

す。９月中旬頃までに、補修箇所の内示を小学校宛に通知いたします。 

 

(黒須田自治会 会長 S 様) 

・ラバーポール修繕・交換、白線標示補修、速度注意・スクールゾーン路面標示補修に賛同 

・要望理由：要望書に同じ、最小限「白線、速度注意・スクールゾーン」標示 

 

(あざみ野白ゆり自治会 会長 N 様) 

・要望通りお願いします。現状は、倒れていたポールは撤去されていました。 

 

 

②大場町 384-38 付近 「止まれ」「停止線」「十字線」の路面標示補修 

 

(青葉警察署 交通総務係 K 様) 

・現地を確認し、補修の準備をいたしました。 

 

(青葉土木事務所 道路係 O 様) 

・「交差点マーク（十字路）」の標示補修について、区内で同様の要望が多数あるため、順次対応 

を行なっている状況です。当該箇所についても対応は行いますが、対応時期は未定です。 

他は青葉警察署の所管になります。 

 

(黒須田自治会 会長 S 様) 

・十字交差点の標示３点の補修に賛同 

・要望理由：要望書に同じ、最小限「停止線」標示、高齢歩行者多し 
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③大場町 380-2 付近Ｔ字路 「横断歩道」「止まれ」「停止線」「Ｔ字線」の路面標示補修 

 

(青葉警察署 交通総務係 K 様) 

・現地を確認し、補修の準備をいたしました。 

 

(青葉土木事務所 道路係 O 様) 

・「交差点マーク（T 字路）」の標示補修について、区内で同様の要望が多数あるため、順次対応 

を行なっている状況です。当該箇所についても対応は行いますが、対応時期は未定です。 

他は青葉警察署の所管になります。 

 

(大場町一心会 会長 S 様) 

・今回の要望事案を拝見し、2023 年度新規の案件③と④の２件の補修については、バス通りに面してい

ること及び公園の利用者も非常に多いこと等から、優先して頂けると幸いです。 

 

(黒須田自治会 会長 S 様) 

・丁字交差点の標示４点の補修に賛同 

・要望理由：要望書に同じ、最小限「横断歩道」と「停止線」標示 

 

 

④大場町 384-10 付近十字路 「横断歩道」「止まれ」「停止線」の路面標示補修 

 

(青葉警察署 交通総務係 K 様) 

・現地を確認し、補修の準備をいたしました。 

 

(大場町一心会 会長 S 様) 

・上記③と同様 

 

(黒須田自治会 会長 S 様) 

・十字交差点の標示３点の補修に賛同 

・要望理由：要望書に同じ、最小限「横断歩道」と「停止線」標示、高齢歩行者多し 

 

⑤ 黒須田 5-2 付近 黒須田２号遊水池前 「止まれ」「停止線」の新規路面標示 

 

(青葉警察署 交通総務係 K 様) 

・2023 年度上申中要望事項①②と同様に必要性は低いため見送りとします。 

  なお、『のぼり』や『電柱巻き』は警察担当外ですし、推奨もしていません。 

 

(黒須田自治会 会長 S 様) 

・丁字交差点の標示３点の補修に賛同、T マーク追加 

・要望理由：要望書に同じ、優先道路は麻生線〜すすき野方面への通過車両が増加、最小限「停止線」 

標示 
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◎今回の要望事案全体に関するご意見 

 

■青葉交通安全協会 S 様より 

スクールゾーン協議会の皆様、いつも児童の見守りありがとうございます。 

これからもよろしくお願い致します。 

2023 年度要望箇所について、交通安全会議の時に青葉警察署と話し合います。 

市、区役所から交通用のポスター・のぼりはたなどは付ける事は出来なくなりました。 

 

 

◎その他スクールゾーンに関するご意見 

 

■青葉警察署 交通総務係 K 様より 

スクールゾーン対策協議会で子どもの交通事故を防止する対策として、各種要望等がございますが、 

安全施設(ハード面)の必要な整備は今後も続けてまいります。しかしながら、その安全施設だけでは 

交通事故を防止することが非常に困難であるため、安全活動(ソフト面の対策)もまた交通事故を防止 

する上で必要な対策となります。 

そこで、横浜市が発行する『スクールゾーン 活動のしおり』(インターネットで閲覧可)や神奈川県 

警察のホームページに掲載されている交通安全教育資料(チラシ)等を参考とし、子どもが一人も 

悲惨な交通事故に巻き込まれないよう、学校教育だけではなく、是非、ご家庭でも指導教育して 

いただきたいと思います。 

 

■大場町一心会 会長 S 様より 

校外委員会の皆様におかれましては、日頃から繁忙の中、子どもの通学路の危険箇所等について見回り

を行なっていただき本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。 

 

■黒須田自治会 会長 S 様より 

校区内道路の危険個所調査および要望書作成・申請にかかわっていただきました校外委員の皆様の 

ご努力に感謝申し上げます。 

 

■あざみ野白ゆり自治会 会長 N 様より 

 いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

 

 

ご報告は以上となります。 


